
佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会体育で活動している本市の少年スポーツ指導者の資質と指導力の

向上を目的として、スポーツ指導者に関する資格取得に必要な経費に対し、予算の範囲内

で補助金を交付することについて、佐賀市補助金等交付規則（平成１７年佐賀市規則第６

４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象となる資格） 

第２条 補助金の交付対象となる資格は、次に掲げるものとする。 

（１）公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格のうち、スタートコーチ、コー

チⅠ、ジュニアスポーツ指導員及びコーチングアシスタント 

（２）その他中央競技団体が実施する公認資格のうち、スタートコーチ及びコーチⅠと同等の

もの 

 

（交付対象者等） 

第３条 補助金の交付対象者は、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。 

（１）佐賀市に住民登録し、居住している者 

（２）市税の滞納がない者 

（３）市内の少年スポーツクラブ等において指導にあたっている者 

（４）職業スポーツ従事者でない者 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、第２条で掲げる資格の取得に要する受講料並び

に講習会参加費等とし、１人当たりの補助金の上限額は、２０，０００円とする。なお、

資格の更新に係る費用は対象とならない。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、少年スポーツ指

導者資格取得費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提

出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。 

（１）開催要項等取得する資格の内容、受講料等がわかるもの 

（２）市内の少年スポーツクラブで指導を行っていることがわかる書類等 

（３）市税の納付状況の確認に係る税情報確認同意書 

（４）その他市長が必要とする書類 

２ 補助金の申請は、１人１回までとする。 

３ 補助金の申請は、原則として補助対象となる資格を取得した年度内に行うものとする。



ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。 

 

（交付の決定） 

第６条 市長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると

認めた場合は、予算の範囲内において補助金の交付決定をし、少年スポーツ指導者資格取

得費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。 

 

（補助事業等の変更） 

第７条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、少年スポーツ指導者資格取得費

補助金変更申請書（様式第３号）に第５条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

（１）補助事業等に要する経費を変更しようとするとき。 

（２）補助事業等の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業等を中止しようとするとき。 

２ 申請者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等が困難となっ

たときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、少年ス

ポーツ指導者資格取得費補助金交付変更通知書（様式第４号）により交付決定の内容を変

更することができる。 

 

（実績報告） 

第８条 申請者は、補助事業等が完了したときは、速やかに少年スポーツ指導者資格取得費

補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

（１）合格証等資格を取得したことがわかる書類等の写し 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（補助金等の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審

査により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、少年スポーツ指導者資格取得費補

助金確定通知書（様式第６号）により当該申請者に通知するものとする。 

 



（補助金の交付） 

第１０条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するもの

とする。 

２ 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、少年スポ

ーツ指導者資格取得費補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消又は補助金の返還） 

第１１条 市長は、申請者が次の各号に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部取

消、もしくは既に交付した補助金の全部又は一部について、少年スポーツ指導者資格取得

費補助金返還命令書（様式第８号）により期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

 （１）虚偽の申請、報告又は不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。 

 （２）指導者として不適当と認められる事実が判明したとき。 

 （３）その他、市長が不適当と認めたとき。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

  附  則 

この要綱は、平成年３０年４月１日から施行し、平成３０年度分の補助金から適用する。 

附  則 

この要綱は、平成３１年度の補助金から適用する。 

 附  則 

この要綱は、令和２年度の補助金から適用する。 



様式第１号（第５条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付申請書 

 

 

年  月  日 

（あて先）佐賀市長  

 

申請者 住 所 

                         氏 名          ㊞ 

 

 

 佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申

請します。 

 

補助年度 年度 補助事業等の名称 

  

取 得 資 格 

 

 

 

補助事業等の経費所要額 円 

交 付 申 請 金 額 円 

添 付 書 類 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

 

佐賀市長         印  

 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定

したので、佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第６条の規定により通知

します。 

 

 

補助年度 年度 補 助 事 業 等 の 名 称 

  

取 得 資 格 

 

 

 

交 付 決 定 金 額 円 

交 付 条 件 

  

 



様式第３号（第７条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金変更申請書 

 

年  月  日  

（あて先）佐賀市長 

申請者  住 所 

氏 名         ㊞  

（団体の場合は、団体名及び代表者名） 

 

    年  月  日付け 第   号で交付決定を受けた補助金について、佐賀

市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、次のとお

り申請します。 

 

補 助 年 度 年度 補助事業等の名称  

変 更 の 内 容  

変 更 の 理 由  

変 更 後 の 

交 付 申 請 額 

                    円  

添 付 書 類  

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金変更通知書 

 

第     号  

年  月  日  

        様 

 

佐賀市長         印  

 

    年  月  日付けで申請又は報告のあった補助金の交付決定内容について

は、佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第７条第２項の規定により、

次のとおり変更したので通知します。 

 

補 助 年 度 年度 補助事業等の名称  

変 更 の 内 容  

変更後の交付 

決 定 金 額 

 

変 更 後 の 

交 付 条 件 

 

変 更 の 理 由  

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金実績報告書 

 

年  月  日  

（あて先）佐賀市長 

申請者  住 所 

氏 名         ㊞  

（団体の場合は、団体名及び代表者名） 

 

    年  月  日付け 第   号で交付決定を受けた補助金の実績について、

佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり

報告します。 

 

補 助 年 度 年度 補助事業等の名称  

取 得 資 格  

補 助 金 の 

交付決定金額 

円  

補 助 金 の 

既 交 付 金 額 

円  

添 付 書 類 合格証等の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金確定通知書 

 

第     号  

  年  月  日  

        様 

 

佐賀市長 秀 島 敏 行  印  

 

    年  月  日付けで実績報告のあった補助金については、次のとおり補助金

の額を確定したので、佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第９条の規定

により通知します。 

 

補 助 年 度 年度 補助事業等の名称  

補 助 金 の 

交 付 決 定 金 額 

円  

補 助 金 の 

交 付 確 定 金 額 

円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付請求書 

 

年  月  日  

（あて先）佐賀市長 

申請者  住 所 

氏 名          ㊞ 

 

 

佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第１０条の規定により、次のと

おり請求します。 

 

補 助 年 度 年度 補助事業等の名称  

補 助 金 の 

交 付 決 定 金 額 

円  

交 付 請 求 金 額 円  

振 込 先 

金融機関名 

銀行 信金 

農協 漁協     店 

信組 

口 座 番 号 当座・普通 

（フリガナ）  

口座名義人  

 



 様式第８号（第１１条関係） 

 

少年スポーツ指導者資格取得費補助金返還命令書 

 

第     号  

年  月  日  

        様 

 

佐賀市長         印  

 

佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金交付要綱第１１条の規定により、次のと

おり返還を命じます。 

 

補 助 年 度 年度 補助事業等の名称  

補助金の交付決定及び確定金額 円  

返 還 金 額                           円  

返 還 期 限 年   月   日 

返 還 理 由  

返 還 方 法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考様式） 

   

  年  月  日   

 

（あて先）佐賀市長 

 

 団 体 名 

氏  名              ㊞ 

住  所 

電話番号                  

 

 

 

 

証   明   書 

 

 

住 所                             

 

氏 名                             

 

  所属クラブ名                             

 

 

上記の者は、指導者として活動している者であることを証明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者以外の競技関係者が証明者として記載すること。 

 



（参考様式） 

   

  年  月  日   

 

（あて先）佐賀市長 

 

  

 

 

 

 

 

市税の納付状況の確認に係る税情報確認同意書 

 

 

  佐賀市少年スポーツ指導者資格取得費補助金を申請するにあたって、市税の滞納がない

ことについて調査することに同意します。 

 

 

住 所                             

 

氏 名                         ㊞   

 

  生 年 月 日         年       月      日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


